
指標 

（厚労省共通指標・DPC 指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数  

分母
A）入院患者数 

B）特に安全管理が必要な医薬品として、別表に定める医薬品のいずれかが

投薬又は注射されている患者数"

収集

期間
1ヶ月毎  

調整

方法

21 服薬指導 

A)薬剤師の薬学的管理指導は、医療改善につながる。 

B)服薬指導により薬物療法に対する安全性や有用性を患者が認識すれば、アドヒアランスの向上(患者が積極的

に治療方針の決定に参加し、その決定にそって治療を受けること)に繋がると期待される。 

A最小値0  25％値26.25 中央値62.43 75％値75.66 最大値94.82    回答病院 61施設 

B最小値0   25％値20.31 中央値59.74 75％値78.27 最大値97.35    回答病院 62施設 

 入院中に１回以上薬剤管理指導を行った割合を示すものです。A薬剤管理指導率の中央値は前年よりさらに上

昇しました。 

B安全管理が必要な医薬品（以下ハイリスク薬）に対する薬剤管理指導率は前年に比べて中央値、最大値とも

ほぼ昨年と同様でした。ハイリスク薬使用患者は状態が悪く、服薬指導が可能な状態ではない可能性もありま

すが、より薬剤師の関与が求められます。ABともに昨年報告事業所で21年に報告できなくなった事業所が5～6

事業所あります。薬剤師体制の急激な悪化もしくは病棟編成の変更の可能性があります。 

A薬学的管理指導は、どの事業所も加算取得に努力している状況がうかがえます。ハイリスク薬の薬剤管理指

導実施率が上昇した要因としては、ワルファリンに比べて管理しやすいとされるDOAC（直接経口抗凝固薬）の

使用拡大など、比較的全身状態のよい患者の対象者（薬）が増加など、薬剤の使用動向の影響も考えられます。

2020年から定義変更あり 

Ａ）薬剤管理指導実施率  
Ｂ）安全管理が必要な医薬品に対する薬剤管理指導実施率 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

2021年間数値報告 

考察・分析 

改善・運用事例など 
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